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研究成果の概要（和文）：　正社員のＷＬＢ指標を用いた成果に加えて、非正社員の状況をつかもうとしたが、
非正社員のなかで、様々な雇用形態により、大きく異なることがわかった。基礎資料を得ることができたので、
今後はそれぞれの雇用形態にあわせた指標開発をすることが課題である。
　看護職の離職動向が病院施設の特定の制度と関係することがわかった。このことを日本看護協会にフィードバ
ックし、さらなる看護WLBインデックスの改善につなげる。
　治療と仕事の両立についてこれまでのインデックスをもとにして応用した調査により、基礎資料を得ることが
できたので、ベンチマークを作成する準備ができた。

研究成果の概要（英文）：We tried to grasp the situation of non-regular member as well as an outcome 
using regular member's WLB index.We found out that it's different depending on various employment 
patterns in non-regular members.It is possible to get basic data,so it'll be a problem to do the 
index development added to the respective employment patterns from now on.
We found out that quitting of nursing work is related to a specific HR system of a hospital.This 
will be fed back to Japanese Nursing Association and it's linked to further improvement of a nursing
 WLB index.
We got basic data by the questionnaire survey applied based on the former WLB index about 
compatibility of treatment and work,so the preparations which make a benchmark of that index are 
done.

研究分野： 経済学

キーワード： 経営学　人的資源管理
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１ 研究開始当初の背景 
(1)学習院大学におけるワーク・ライフ・バラ
ンス（以下、WLB）研究プロジェクトは、2006
年から開始され、2007 年には企業有志と共同
で WLB 指標を開発した。その成果を 2冊の書
籍として出版した。 
 
(2)その後、多くの企業や組織から、発展し
た指標や企業支援ツールの開発の要望が寄
せられた。そこでプロジェクトメンバーを中
心に、学術的に WLB 研究を深く掘り下げて、
課題に取り組むことにした。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は①企業・施設を対象とした
アンケート調査により、ワーク・ライフ・バ
ランス（WLB）を実現させる企業・施設の施
策や制度、雇用システム、体制等を総合的に
捉え、相互の関連性を明らかにすること、②
わが国とWLB先進国における企業の雇用管理、
体制等の違いについてインタビュー調査を
通して明らかにすること、③それらの結果を
用いて企業・施設が自社の WLB の現状を評価
し、WLB 推進のための計画・立案を可能とす
る企業支援システムを開発することにあっ
た。本研究は多様化する雇用と整合的な制度
について、WLB 指標のベンチマークを示すと
ともに、雇用システムのあるべき姿を検討す
る素地を提供することを目指した。 
 
３．研究の方法 
(1)文献・資料を収集・分析：国内外の先行
研究を幅広くレビューした。特に、WLB に関
連する指標の活用、WLB 関連制度の円滑な運
用に寄与する企業支援のあり方、人事管理に
関する文献のサーベイを行った。 
 
(2)アンケート調査の実施と分析： 
2014年7月に「多様な働き方に関する調査」、
2015 年 2月に「働き方に関するアンケート調
査」を実施した。具体的には、まず日本企業
の非正社員内部の多様化の実態把握および
多様な非正社員グループの人事管理の在り
方を検討するために、企業の人事担当者に対
して「多様な働き方に関する調査」を実施し
た。調査方法は、東京商工リサーチの企業デ
ータで従業員数の上位順に抽出された全国
の民間企業 15,000 社に対する郵送法による
質問紙調査。有効回答数は 903 社（有効回答
率 6.0%）である。ついで、働き方の多様化に
伴う社員グループの多元化と、WLB 推進の基
盤となる人事管理施策について実態把握及
び仮説検証のため、職場の管理職を対象に
「働き方に関するアンケート」調査を実施し
た。調査方法は、インターネットリサーチに
よる 2 段階調査（事前調査、本調査）。調査
対象は係長職以上とし、事前調査結果に基づ
いて課長以上に優先配信し933サンプルを確
保した。 
 

(3)企業支援システムの開発のための調査分
析：近年、課題となりつつある仕事と治療（メ
ンタルヘルス、がん、脳卒中など）の両立に
ついて、その現状と課題を明らかにするため
のアンケート調査を実施した。将来的に、従
来の調査実績と本調査結果をふまえ企業に
積極的に利用される自己診断ツールとして
の企業支援システムを開発する。アンケート
調査実施企業及びWLBや多様な人材活用を積
極的に進める企業、組織、行政を中心に、研
究会を立ち上げた。前途のメンバーを中心に、
実用性のある自己診断ツール開発の下準備
を進めると共に議論を展開した。 
 
(4)インタビュー調査の実施：オランダ、ド
イツ、フランスの現地企業に赴き、WLB、と
くに職場の状況について調査を実施した。 
 
４．研究成果 
(1)「多様な働き方に関する調査」の結果か
ら、明らかになったのは以下の４点である。
①非正社員を雇用している企業では、複数の
非正社員グループ（例えば、契約社員、パー
トタイマー、嘱託社員）を組み合わせて雇用
する傾向にある。②非正社員グループによっ
て、非正社員が担当する仕事レベルにかなり
ばらつきが見られる。③契約社員とパートタ
イマーの雇用比率が高い企業ほど、非正社員
全体の評価・処遇制度が整備される傾向にあ
るのに対して、嘱託社員については同傾向が
確認できない。④評価・処遇制度と異なり、
教育訓練制度の整備はどのような非正社員
グループを積極的に活用するかの影響をう
けない。 
 
(2)「働き方に関するアンケート調査」の結
果から、明らかになったのは以下の５点であ
る。①職場における仕事の分担状況は、フル
タイム非正社員はパートタイム非正社員と
比べ、正社員と同等の仕事をしている者の割
合は多い。②人事管理制度については、格付
け制度は、正社員、フルタイム非正社員、パ
ートタイム非正社員でそれぞれ異なる制度
を適用する傾向にあるが、フルタイム非正社
員とパートタイム非正社員が同じ制度を適
用している場合には、6 割は正社員とも同じ
制度を適用している。③フルタイム非正社員
とパートタイム非正社員の昇進レベルの差
は小さいが、正社員転換制度はフルタイム非
正社員の方が導入傾向にある。ただし、転換
時の格付けによる差はみられない。④配置転
換（事業所内）の実施状況は、フルタイム非
正社員とパートタイム非正社員で差がみら
れるが、転居を伴わない配置転換、人事評価、
昇給制度、教育研修では、両者の実施状況に
それほど大きな違いはみられない。⑤報酬管
理で、正社員と非正社員間で実施状況に差が
あるのは賞与・一時金や退職金・慰労金の支
給の有無である。基本給は、正社員が成果を
重視するのに対して、フルタイム非正社員、



パートタイム非正社員ともに仕事内容を重
視する傾向がみられた。 
 
(3)海外ヒアリング調査を行い2013年度のド
イツ・オランダ調査と 2014 年度のフランス
調査より明らかになったのは、①多様な働き
方の普及に対する経営層のコミットの必要
性、②多様な働き方の「時間」から働く「場
所」への柔軟性の拡大、③多様な働き方を進
めるうえでの業務プロセスの「見える化」の
重要性、④多様な働き方に親和的な職場マネ
ジメントの再考の必要性、⑤制度利用者優先
主義の再考の必要性、の 5点である。 
 EU諸国では企業によりWLBの推進度合いや
積極性に違いはあるが、日本に比べて働き方
の多様性は進んでいる。一方、日本では、特
に在宅勤務に対し、企業や労働組合による業
務管理と評価への懸念が根強くある。日本の
職場マネジメントと人事管理の在り方を多
様な働き方に親和的なものへと改良してい
くことが求められる。 
 
(4)3 年前より「Team がん対策ひろしま」に
よって啓発事業を推進してきた広島県健康
福祉局がん対策課と本 PJ の共催による「治
療と職業生活の両立支援研究会＠ひろしま」
を立ち上げ、3回の研究会を開催した。           
同研究会の目的は病気治療を要する社員の
就労支援を推進するため、効果的な支援策の
あり方を調査研究することである。広島県お
よび本 PJ メンバー（今野、松原、木谷）に
加えて中国労災病院、広島産業保健総合支援
センター、4 企業による構成である。同研究
会において、治療と仕事の両立に関する指標
を開発し、「Hiroshima Work-in-PEACE Index 
Ver.2.1（企業調査・従業員調査）」を完成さ
せた。2016 年 12 月末に県内 37 社、従業員
1000 名に対して調査を実施し、集計・分析を
通じた両立支援の課題を抽出した。本指標は
治療と仕事の両立に関して、企業及び従業員
の 2つの視点から、両立支援のフレームワー
ク（予防・準備、発見、申告、対応、活用・
活躍）を構築した。 
上記 INDEXと関連した簡易な調査票を作成し、
3月に米国研究製薬工業協会（PhRMA）を通じ
て、93 の患者団体に対して調査を実施した。
内容は厚生労働省による「治療と仕事の両立
支援ガイドライン」の認知度と患者団体とし
ての意見・要望を問うものである。本ガイド
ラインに関する、包括的な患者団体への調査
は初の試みである。最終結果をまとめている
途中である。 
 
(5)本分析では「看護職のワーク・ライフ・
バランス (WLB) インデックス調査」(日本看
護協会による) を用いて、看護職のワーク・
ライフ・バランス (WLB) の実態を明らかに
し、看護職の WLB の実現のための方策につい
て検討した。特に看護職の離職の抑制や、職
務満足度の向上のために、どのような WLB 制

度の整備が必要なのかについて、上記データ
に基づいた計量分析から明らかにした。 
本分析の特徴は、看護職の勤務する施設に対
する調査データと、看護職に対する調査デー
タをマッチングさせて、WLB 制度の整備の効
果を検証可能な点にある。このマッチングに
より、施設レベルの要因と個人レベルの要因
を組み合わせた形で、WLB 制度の効果に関す
るより詳細な分析が可能となった点が新し
い。計量分析により得られた主な結果は、以
下の通りである。 
・WLB 制度の整備と職務満足度との関係は、
単純な比例関係にはなく、WLB 制度の整備
があるレベルを超えると、看護職の職務満
足度等が向上すること。 

・看護職の属性 (年齢、配偶者や子どもの有
無など) により、職務満足度等を向上させ
る WLB 制度の中身が異なること。 

・女性看護職の職場への定着意向は、加齢に
伴い U 字型の関係を描くこと (20 代から
30 代にかけて離職を意向するようになり、
それ以降、40 代から 50 代にかけては定着
を意向するようになる)。 

・WLB 制度が看護職の定着意向に与える効果
を考えるとき、WLB 制度単体では定着意向
を上昇させる効果は限定的であり、導入さ
れた制度について看護職が認知している
と定着意向が上昇すること。換言すれば、
制度の導入に加え、認知を促すことが重要
であること。 

 今後は、複数年度にわたる上記調査のデー
タを用いて分析することで、WLB 制度の時系
列的な変化が、看護職の離職抑制や職務満足
度の向上にどのような効果を与えるのかに
関する検証が課題となる。 
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